
市
で
は
、
子
ど
も
が
病
気
や
け

が
等
に
よ
り
医
療
機
関
を
受
診
し

た
際
に
か
か
る
医
療
費
を
助
成
し

て
い
ま
す
。

対
象
者

　

下
田
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
高
校

３
年
生
ま
で
の
子
ど
も
(
18
歳
到

達
後
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
)

※
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い

方
、
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
方

は
対
象
外
で
す
。

助
成
内
容

　

保
険
診
療
の
一
部
負
担
金
額
と

入
院
時
食
事
療
養
標
準
負
担
額
を

市
が
助
成
し
ま
す
。

※
保
険
適
用
外
の
診
療
費
用
に
つ

い
て
は
助
成
対
象
外
で
す
。

利
用
方
法

　

健
康
保
険
証
と
受
給
者
証
を
合

わ
せ
て
医
療
機
関
・
薬
局
の
窓
口

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
(
毎
回
提

出
が
必
要
で
す
)。

　

次
に
該
当
す
る
場
合
、
受
診
し

た
日
か
ら
１
年
以
内
に
申
請
を
す

　

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
の
価

格
高
騰
に
よ
る
負
担
が
増
す
中

で
、
特
に
家
計
へ
の
影
響
が
大
き

い
低
所
得
世
帯
(
住
民
税
非
課
税

世
帯
)
に
対
し
、
１
世
帯
当
た
り

３
万
円
を
支
給
す
る
給
付
事
業
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

対
象
者

　

令
和
５
年
６
月
１
日
現
在
に
お

い
て
下
田
市
に
住
民
登
録
が
さ
れ

て
い
る
方
で
、
世
帯
全
員
の
令
和

５
年
度
分
の
住
民
税
(
均
等
割
)

が
非
課
税
で
あ
る
世
帯
。

※
住
民
税
(
均
等
割
)
が
課
税

さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養
親
族

の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
世

帯
は
対
象
外

給
付
額

対
象
世
帯
１
世
帯
に
つ
き
３
万
円

※
１
世
帯
１
回
限
り
。
他
市
町
で

受
給
し
た
場
合
は
、
対
象
外
。

手
続
方
法

　

対
象
世
帯
の
世
帯
主
に
「
確
認

３ページ

書
」
が
市
か
ら
８
月
中
旬
に
送
付

さ
れ
て
い
ま
す
。
内
容
を
確
認
し

て
い
た
だ
き
同
封
の
返
信
用
封
筒

で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
限

11
月
15
日
(
水
)

そ
の
他

・
受
付
期
限
ま
で
に
申
請
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
は
、
支
援
給
付
金

の
受
給
を
辞
退
さ
れ
た
も
の
と

み
な
し
ま
す
。

・
申
請
書
の
記
入
誤
り
等
で
振
込

が
完
了
せ
ず
、
市
が
申
請
・
受

給
者
(
代
理
人
を
含
む
)
に
連

絡
・
確
認
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
当
該
申
請
が
取
り
下
げ
ら

れ
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

・
住
民
税
の
未
申
告
者
が
い
る
世

帯
に
つ
い
て
は
、
こ
の
支
援
給

付
金
の
支
給
対
象
外
と
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
収

入
申
告
を
し
て
、
世
帯
全
員
の

住
民
税
(
均
等
割
)
が
非
課
税

と
な
れ
ば
対
象
と
な
り
ま
す
。

・
支
援
給
付
金
の
「
振
り
込
め

詐
欺
」
や
「
個
人
情
報
の
搾
取
」

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
本
給
付
金
は
、
法
令
に
よ
り
非

課
税
及
び
差
押
禁
止
等
の
取
扱

い
に
な
り
ま
す
。

受
付
時
間　

平
日
９
時
〜
17
時

受
付
・
問
合
せ
先

市
役
所
別
館
給
付
金
受
付
窓
口

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉒
２
５
７
１　

年
金
相
談
で
は
、
三
島
年
金
事

務
所
の
職
員
が
厚
生
年
金
、
遺
族

年
金
の
請
求
や
、
年
金
額
の
照
会

な
ど
の
手
続
を
行
い
ま
す
。

年
金
制
度
や
年
金
請
求
手
続
等

に
つ
い
て
相
談
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
予
約
が
必
要
で
す
。

相
談
時
に
必
要
な
も
の

　

身
分
証
明
書
・
基
礎
年
金
番
号

の
わ
か
る
も
の

　

そ
の
他
必
要
書
類
に
つ
い
て
は

予
約
時
に
お
伝
え
し
ま
す
。

予
約
・
問
合
せ
先

市
民
保
健
課
国
保
年
金
係

　
　

(
窓
口
③
)
☎
㉒
３
９
２
２

暮
ら
し
な
ん
で
も
相
談

電
力
、
ガ
ス
、
食
料
品
等

　

価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
つ
い
て

税
務
職
員
募
集
(
高
卒
程
度
)

る
こ
と
で
、
医
療
費
が
助
成
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

領
収
書
類
等
を
持
参
の
上
、
福

祉
事
務
所
社
会
福
祉
係(
窓
口
⑥
)

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

・
県
外
で
診
療
を
受
け
た
と
き

・
健
康
保
険
証
及
び
受
給
者
証
を

持
た
ず
に
受
診
し
た
と
き

・
医
師
が
必
要
と
認
め
た
治
療
用

装
具
を
購
入
し
た
と
き

・
保
険
給
付
に
準
じ
て
行
わ
れ
る

柔
道
整
復
師
及
び
鍼
灸
師
の
施

術
を
受
け
た
と
き

こ
ん
な
と
き
は
届
出
が
必
要
で
す

・
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
証
に

変
更
が
あ
っ
た
と
き

・
住
所
、
氏
名
・
保
護
者
の
変
更

が
あ
っ
た
と
き

・
受
給
者
証
を
紛
失
・
汚
損
し

た
と
き

・
子
ど
も
が
就
労
・
婚
姻
し
た
と
き

　

９
月
末
ま
で
に
案
内
通
知
及
び

新
し
い
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま

す
。
記
載
内
容
と
異
な
る
点
が
あ

る
場
合
は
、
届
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
福
祉
事
務
所
(
窓
口
⑥
)

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
せ
先

福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

　
　

(
窓
口
⑥
)
☎
㉒
２
２
１
６

電
力
、
ガ
ス
、
食
料
品
等

　

価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
つ
い
て

近
く
て
便
利
な
年
金
相
談

出張年金相談日程表

相談時間：9時～ 12 時・13 時～ 14 時
※上記の時間帯の中から30分間隔で受付。
場所：市民文化会館大会議室等

10 月 11 月 12 月

満席 ８日（水） ７日（木）

１月 ２月 ３月

17 日（水） ７日（水） ７日（木）

子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
に
つ
い
て

こ
ん
な
と
き
は
申
請
が
必
要
で
す

【
償
還
払
い
(
医
療
費
の
助
成
)】

受
給
者
証
は
毎
年
10
月
に

　
　
　
　
　
　
　

更
新
さ
れ
ま
す


